
 
 

 

アジアの自動車リサイクル関係者

が一堂に会する国際会議「第８回ア

ジア自動車環境フォーラム」が１～

３日の３日間、秋田県内で開催され

た。ＮＰＯ法人全日本自動車リサイ

クル事業連合（ＪＡＲＡ、天明茂理

事長）が主催する同フォーラムに

は、国内外の自動車リサイクル団体

関係者ら約２００人の参加者を集

め、各国の自動車リサイクルに対す

る高度な取り組みなどが報告され

た。 

 同フォーラムは、２００８年から

アジア各地で毎年開催されており、

日本での開催は２回目。日本・韓

国・中国・マレーシア・オーストラ

リア・モンゴルの自動車リサイクル

団体や関係者が一堂に集まり、環境

負荷低減や循環型社会の貢献に向け

て、グローバルに情報を共有する場

となっている。 

 初日は、秋田県大仙市の大晃商事

刈和野工場を訪問。使用済み自動車

の適正処理やリサイクル部品生産の

各工程について学んだ。さらに、同

フォーラムをサポートするコベルコ

建機製の電動ニブラを使用した解体

処理を見学した。その後、潟上市の

大晃商事本社と同社アグリビジネス

拠点のデコファームを訪問した。Ｊ

ＡＲＡの副理事長を務める同社の土

門五郎社長は「見学を通じて皆様の

参考になればありがたい。リサイク

ル産業をともに学んでいきましょ

う」と参加者に語った。 

 ２日目は秋田市内のホテルで、参

加各団体の関係者やトヨタ自動車の

リサイクル担当者が講演を行い、最

新の情報を共有した。会議終了後に

開いた晩餐会には、来賓として佐竹

敬久秋田県知事をはじめ、秋田県自

動車販売店協会の三浦廣巳会長、秋

田県自動車整備振興会の三浦潔会

長、ＪＵ秋田の藤原寛市会長らが出

席。フォーラムが盛況に終了したこ

とに対して、それぞれ祝いの言葉を

送るとともに、秋田県で開催された

ことに感謝の言葉を述べた。                              
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CO2削減数値（SPLシステム） 

リユースパーツ使用による 

CO2削減効果参考値 

平成27年9月 

3,285t 
※一般、中・大型含む車を修理する

際、新品部品を使用して修理する場合

に出るCO2排出量とリサイクル部品を

使用して修理する場合のCO2排出量の

差がCO2削減数値になります。 

一般社団法人日本自動車リサイクル

部品協議会と早稲田大学環境総合研究

センターがLCA（ライフ・サイクル・

アセスメント）の考え方に基づき共同

開発した「グリーンポイントシステ

ム」より参照。 
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  不要になったエアバッグ部品の

転売が後を絶たない。自動車リサ

イクル法（自リ法）では廃車から

の回収と処分が義務付けられてい

るが、同法に基づく報告を改ざん

したり、中古車から取り外したと

称する部品がインターネットなど

で売られている。再利用自体は法

律違反ではないが、自動車メー

カーや多くの自動車リサイクル部

品業者は「事故時にエアバッグが

確実に開くか保証できない」とし

て再利用を自粛している。経済産

業省と環境省も問題視しており、

自リ法に基づく業者への改善指導

や立ち入り検査の徹底を自治体に

求める考えだ。 

 エアバッグはインフレーター

（膨張装置）やバッグなどで構成

され、乗用車の場合で運転席側は

１個４万５千円、助手席側

は７万円ほどの価格。とこ

ろがインターネットでは１

個２万～２万５千円ほどで

売られている。自リ法では

廃車（使用済み自動車）の

エアバッグは未作動でも

「指定回収物品」として車

上で展開処分するか、取り

外して最終処分する必要が

ある。しかし、自リ法に基づく移

動報告時にエアバッグの数や展開

済みかどうかをごまかし、転売し

ている業者がいるようだ。エア

バッグの引取窓口である自動車再

資源化協力機構（自再協）による

と「車上作動処理業者」のような

認可申請の必要がない「取り外し

回収業者」で不適正な事例が多

数、摘発されているという。 

 中古車からエアバッグ部品を取

り外して転

売する場合

は自リ法の

適用外。自

リ法が廃車

のエアバッ

グ処理を求

めるのは、

破砕時に爆

発の危険があることに加え、過去

に有毒物質が使われていた経緯が

あるからだ。インターネットオー

クション業者も「責任は出品者と

購入者」との立場。個人名の出品

も多く、業者の特定は困難だ。 

 とはいえ、人命に関わり、衝突

から展開までわずか０・２秒とい

う精密部品だけに、中古品の再利

用はリスクが大きい。メーカーや

リサイクル部品ネットワークの運

営業者はもちろん、カネになるか

らとエアバッグ部品を売る側、安

値につられて中古品を使う側の意

識をどう変えていくかも課題にな

りそうだ。 
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解体事業者の数が減少してい

る。経済産業省と環境省がこのほ

ど示した自動車リサイクル法（自

リ法）の事業者登録と許可、執行

の状況に関するデータによると２

０１４年度末の解体事業者数は前

年度比１３・４％減の４９２８

社。このうち取引実績のあった事

業者は３９３１社だった。実績も

無く昨年度中に「登録の更新期限

を迎えた多くの事業者が更新しな

かったのでは」（環境省）と見ら

れ、業界の実態に即した事業者数

へと適正化が進んでいるようだ。 

 引取やフロン類回収、破砕（プ

レス・せん断・シュレッダー）を

加えた自リ法の関連事業者総数で

も、同１３・４％減の５万３３１

６カ所と同じように１割強が減っ

た形となった。工程別も軒並み低

下している。引取事業者は同１

５・３％減の３万５８１４カ所、

フロン類回収は同７・７％減の１

万１４５５社、破砕は同６・３％

減の１１１９社だった。 

 環境省や経産省では昨年度に登

録許可の更新期限を迎えた事業者

の多くが更新を行わなかったこと

が要因と見ている。 

 一方で、自リ法に基づく集計を

行う自動車リサイクル促進セン

ター（ＪＡＲＣ）によると車両の

引取実績のあった事業者は合計で

約半数の２万７２０２カ所に落ち

込むことから、他の要因でも事業

者が減少している可能性がある。

リサイクル業界は使用済み自動車

の確保難や資源価格の低迷によ

り、経営環境が悪化している。経

営が立ち行かなくなった事業者も

少なからずいると見られ、業界の

淘汰が進んでいる一面もありそう

だ。                                   
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使用済み車のエアバッグは適正処理が 

義務付けられている. 

14年度末 解体事業者、

１割以上減少  

エアバッグ転売、後絶たず  

経産省と環境省、業者への指導徹底 





 


